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【研 究論文】

公的部門に おけ る財務管理 の あ り方に 関す る研究
一 地方公会計を基軸 とす る財務管理 の あ り方を中心 と して

（1）

染　谷　好　寛

（埼玉県草加市役所）

は じ め に

　中央政府に よ る中央集権体制が地方分権を包摂

する 関係に 終止符を打 つ べ き時代の 潮流，すな わ

ち ， 地方分権 ある い は地方主権改革の 基本理念は ，

従来の 「中央集権型政治 ・ 行政 シ ス テ ム 」 か ら

「地方分権 ， 地域主権型政治 ・行政 シ ス テ ム 」 へ

とそ の 変革 を 目指す もの であ る 。 しか しなが ら，

こ の 理想を実現 しよ うとす るな らば，地方公共団

体は 「自己決定 と 自己責任の 原則」 に基づ き，地

域社会間 に生 じる諸問題を地域住民参加 の うえ ，

財務管理に関わる財務 ・ 非財務情報を提供 しつ つ ，

積極的に 解決 して い かな けれ ばな らな い 。

　私 的部門に おけ る財務管理 と比較 して み る と，

公的部門に お ける財務管理 は研究者 レ ベ ル に お い

て皆無 に等 しい ほ ど統一 した研究が行わ れて お ら

ず ， 実務 者と研究者とは遮断状態で あ っ た とい え

よ う。 本稿の 目的は ， 会計学 ， 経営学 ， 財政学を

学際的に融合 し，実務と理論を相互浸透 さ せ た 公

的部門に お け る財務管理 の 歩む べ き方向性 ， 特に

地方公共団体 の 会計を主 と して 研究対象 としつ つ

も， 国を含め た公的部門の 財務管理 の あ り方を示

唆す る こ と に ある。

1　 地方公共団体 の会計 と財務管理 の

　　基礎概念

　地方公会計と は，地方公共団体の 利害関係者 に

対 して ， 各種の 意思決定及 び説明責任の 評価を適

切に行え るよう，地方公共 団体の 経済活動及び関

連す る経済事象を測定 し， そ の 経済的事実 と結果

に関す る情報を伝達す る行為又 は手続で あ る，と

定義づ け で き る
（Z）

。 地 方公会計は，地方公共団体

の 利害関係者に対 して ，公共団体の 経済的，社会

的及び政治的な意思決定 と財務， 合規性又 は準拠

性，経済性 ・ 効率性及び有効性に 関す る説明責任

の 評価に役立つ 情報 の 提供を 目的 とす る もの で あ

る 。

　行政実務者に お ける財務管理 の 定義 とは ， 「地

方公共団体 の活動が適正 かつ 効果的に進 め られる

ため に は ，

一定の ル
ー

ル の下 に ， 予算編成 ， 収支

見積 りと均衡の確保 ， そ の た めの 収支の構造分析，

予算執行 に当た っ て の 財務会計上の 統制，資金 の

管理 ， 資金 の 運 用 ， 財産や物品の 管理，決算，監

査等が秩序 だ っ て 行われる こ とが必要 で あり，そ

の た め の 制度と運用が 『財務管理』 と して 把握 さ

れ る もの 」
 

と受 け入 れ られ て い る 。 す なわ ち ，

地方公共団体に おけ る行政活動を通 じた 一連の 流

れで ある，  予算管理 ，   収入 ・支出の 均衡管理 ，

  財政構造の分析 と財政調整 ，   資金の 運用 と管
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理，  財産管理，  決算，  監査が財務管理の 範

囲で あ り， 地方財務管理 法規の 総則法で ある地 方

自治法を頂点 として，複数 に及ぶ 法令に基づ き財

政統制を行 うこ とで あ る 。 しか し，現在 に至 るま

で 財務管理体系の うち，計画統制で ある予算管理

が最 も大き い 比 重を 占め る領域とされ て い る の で

あ る 。

　 1960年代 に お け る 早期的文献を 紐解 くと ，予

算 に よ る統制 と管理 ， 会計 に よ る管理 ， 会計監 査

を含めた決算に よる統制と管理 を ， 地方公共団体

に お ける財務管理 の諸概念 として論説 して い る
 

。

そ の 当時成熟 した概念で はない と前置きで 苦言を

呈 して い るが，そ の概念 は 40 年以上 を経 た現在

で も未成熟 な状態で あ る とい っ て も過言で はな い

の で あ る 。

　公的部門 に お ける財務管理 に 基軸と な る地方公

会計で は あ る が，我が国に は 3 つ の 新地方公会計

が存在 し，作成者や利用者に と っ て混乱 に陥 っ て

い る状況 に あ る。 す なわ ち ， 公的部門 の 会計実務

に つ い て ，次 の 見解がある 。 「日本の 『公的部門

の 会計実務』 を見て み ます と ， 『公会計』 の 特殊

性を 『殊更に強調』 する こ と に よ っ て ，公的部門

に 係る 『財務報告の 目的』を，本来 『会計』が情

報提供すべ きで ある 『財政状態』及び 『経営成績』

に 係る情報提供 とい う観点か ら離れ て しま っ て ，

『次 の よ う な こ と が 公会計の 目的で あ る 』 と い う

よ うな 『奇妙な見解』が公 的部門 の 実務 を支配 し

て しま っ て い ます 。 即 ち ， 「独立行政法人会計基

準 ， 地方独立法人会計基準 ， 国立大学法人会計基

準』等に 見 られる よ うに ，「当該公的部 門の 経営

責任を有す る経営責任者の 経営責任を表示す るも

の で あ る』 とか，あ る い は ，地方公共団体等の た

め の r公会計基準モ デル 』， r改訂モ デル 』等に 見

ら れ る よ う に ，r納税者で あ る住民の 出資の 成果

を表現す る もの で あ る』， とか の よ うな ， 非常 に

理解 しに くい の みでな く極めて 「非現実的な見解』

が現在の 日本の公的部門の 実務界を支配 して い て ，

『公会計財務諸表』 の 作成者，および，そ の読者

の双方を非常に悩ませ て い るように考え られ ます」

と
 

。 次に ，3 つ の 新地方公会計，すな わち総務

省基準モ デル，総務省方式改訂 モ デル，東京都公

会計を考察 して み よ う。

∬　 新地方公会計の 意義 と 目的

　　 一 総務省 と東京都

〔D　総務省 （基準モ デル ， 改訂モ デル）の

　　新地 方公会計
｛6）

　 1　制度整備の 目的

　地方分権の 進展 に伴い ，こ れ ま で 以 上 に 自由で

か つ 責任ある地域経営が地方公共団体 に求め られ

て い る 。 地域経営を進 め て い くた め に は，内部管

理 強化 と外部へ の わ か りやす い 財務情報 開示が 不

可欠で あ る 。 新たな公会計制度整備 の 具体的な 目

的 として ，   資産 ・ 債務管理，  費用管理，  財

務情報 の わか りやす い 開示 ，   政策評価 ・予算編

成 ・決算分析 と の 関係づ け，  地方議会 に おける

予算 ・決算審議で の 利用 ， が あげ られて い る。

　 2　基 本的考え方

　財務書類 の 体系化 に あた っ て は ，国 と地方の 財

政上 の 結 び つ き等を考慮す る と と もに，地方固有

の 取扱い を踏まえ つ つ ，原則 として ， 国 （財務省）

の 作成基準に準拠す る 。 基本的考え 方 と し て， 

発生主義 を活用 した基準設定 とと もに複式簿記 の

考 え方を導入，  地方公共団体単体と関連団体等

も含む連結ベ ース で の 設定 ，   貸借対照 表， 行政

コ ス ト計算書 ， 資金収支計算書 ， 純資産変動計算

書 の 4 表の 整備 を標準形 とす る ，   現行総務省方

式 の 改訂に も配慮 した基準 モ デル の 設定，が あげ

ら れ て い る 。 新たな公会計制度の 整備を促進 して

い くに は，地方公共団体 の 取 り組み状況を勘案 し，

整備内容 ， 整備時期 に柔軟性を 持た せ る こ と が必

要で あ る。 取 り組みが進ん で い る団体に は さ らな
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る改善を求め つ つ ，都道府県，人 口 3万人以 上の

都市とと もに，3年 （平成 21年度）を 目途 に ，4

表の 整備な い しは 4表作成に必要な情報の 提示 ・

開示を求め るも の で ある。

  　東京都の 新地方公会計
（7）

　1　基 本的な考え方

　東京都の会計制度改革の基本的な考え方 として，

  日本 の 政府 ・地方公共団体で 初あ て 複式簿記 ・

発生主義会計 の 導入，  東京から新 しい 公会計 の

モ デ ル を発信，  財務諸表を適切に 活用 し予算編

成 の 反映 ，   公会計 の 特徴を踏 まえ た 会計処理基

準等の 設定，があげられて い る 。

　我が 国の 地 方公共団体会計の モ デル とな るよ う

に，国際公会計基準や海外の先進事例を参考と し

なが ら，我が国の 環境 に適合した会計 の概念フ レ
ー

ム ワ
ー

クと会計基準の 形成，実務的な会計指針 ・

手続 き の 開発，現金主 義会計か ら発生主義会計 へ

の移行 に伴 う諸問題の解決 （財務会計 シ ス テ ム ，

勘定体系， イ ン フ ラ 資産をは じめ と した公有財産

の資産評価及び資産管理 シ ス テ ム，時価評価の 有

効性 の 検討 ， 職員 の 意識改革 な ど）， 実際 の 活用

事例 の紹介 （財政運営と事業経営 におけ る財務情

報の 活用な ど）な どを通 じて ， 公会計改革を真に

実効性ある もの に し て い くこ とを志 向する もの で

あ る。

　2　 「機能する バ ラ ン ス シー
ト」 作成 とそ の 限界

　　 か ら，公会計制度改革 へ の実践的試み

　東京都で は ， 平成 ll年度か ら， 「官庁会計 に お

ける企業会計的手法 に 関す る研究」 と して ， 「機

能す るバ ラ ン ス シー
ト」 と い う報告書を発表 して

きた。 東京都の 経営 の 問題 点を客観的な数値 に よ

り明 らか に し，問題解決の 選択肢 を提示 し，経営

を改善 して い くため に具体的に役立 つ よ うな 「機

能す るバ ラ ン ス シー ト」を作成 して い くとい うこ

とで あ っ た 。 例えば，多摩 ニ ュ
ータウ ン事業や都

営住宅事業 をは じめ ，数々 の 事務事業の見直 しや

改善に実際に活用 され，経営の 効率化に貢献して

きた ， とい える 。

　現行の 地方公共 団体の 会計制度に は
，

4 つ の 欠

如 ， す な わ ち ，   単 式簿記 に よ る 「ス ト ッ ク

（Stock） 情報」 の 欠如，  現金主義 に よ る 「コ

ス ト （Cost）情報」 の 欠如 ，   住民 へ の 決算要

領の 公表 につ い て の 一定の ル ール がない こ とに よ

る 「ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ （Accountability）」 の

欠如，  予算 （Plan）・執行 （Do） が重視され，

検証 ・ 評価 （Check ）・ 見直 し （Action）が 十分

に 実施 され て い な い こ と に よ る 「マ ネ ジ メ ン ト

（Management ）」 の 欠如，が 従来か ら指摘 され

て きた 。 新 しい 公会計制度 は ， こ の 4 つ の欠如の

ある現行の 公会計制度を，補完，改善す る もの で

な ければな らな い 。 企業会計的手法で あ る 「機能

する バ ラ ン ス シ ー
ト」 は，「貸借対照表」， 「行政

コ ス ト計算書」， 「キ ャ ッ シ ュ
・ フ ロ

ー
計算書」の

3 体系 と会計方針及び注記事項の 開示か ら構成 さ

れ て い た 。

　  ス ト ッ ク情報 の欠如 の対策 と し て ，貸借対

　　 照表を作成す る 。 全体 の 財政状況 と租税 の 使

　　途を把握する た めに，公営企業，外郭団体等

　　を結び つ けた連結貸借対照表を作成す る 。

　  　 コ ス ト情報 の欠如 の対策 と し て ，行政活動

　　 の 経済性や効率性を判断す る重要な情報提供

　　 と して ，行政 コ ス ト計算書を作成す る 。

　  ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ （説明責任）の 欠如 の

　　 対策 と して，地方公共団体で は ，広報，イ ン

　　 タ
ー

ネ ッ ト等によ り住民 に情報 の 公開を行 う

　　 必要が あ る 。 また ， 今後の課題と して，ア ニ
ュ

　　 ア ル ・レポー
ト （年次報告書） の 作成を提案

　　 す る。

　  マ ネジ メ ン トの 欠如の 対策 と して，政策形

　　成 （Plan）一執行 （Do）
一
検証 ・評価 （Check ）

一

　　 見直 し （Action ）の マ ネ ジ メ ン ト ・サ イ ク

　　 ル を確立す る こ とが必要で ある。 今や，多 く

一 157一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



JAPAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION

NII-Electronic Library Service

JAPAN 　 F 工NANC 工AL 　MANAGEMEN 工　 ASSOC 工A エエ ON

　　 の 地方公共団体に お い て ，行政評価が実施 さ

　　れ て い る 。

　国や地方公共団体は 自ら行政改革を推進 して き

たが，なお 「経営」 や 「説明責任」 の 視点が不十

分で あ っ た こ とは否めな い
。 現 行官庁会計制度で

は，ス トッ ク情報や コ ス ト情報 な どが不足 して い

る こ とを認 識 しつ つ も，行政管理者や行政実務者

が統計的に作成 した財務諸表を開示する こ と で 会

計責任の完遂を自任す る なか，東京都 は 日 々 の 会

計処理 に よる複式簿記 ・発生主 義会計 の 考え方を

加え，平成 18 年度 か ら新た な会計制度を導入す

る 。

皿　新地方 公会 計に お け る財 務諸 表体系

（1） 総務省基準 モデル
（8）

　総務省基準モ デ ル に おい て ，財務書類の体系 は，

貸借対照表，行政 コ ス ト計算書，純資産変動計算

書，資金収支計算書及び こ れ ら の財務書類に 関連

す る事項 に つ い て の 附属明細表 として い る 。

　貸借対照表は，基準 日時点に おける地方公共団

体 の 財政状態 （資産 。負債 ・純資産 の 残高）を明

ら か に す る こ とを 目的 として 作成す る。 貸借対照

表 は，「資産の 部」，「負債の 部」及 び 「純資産の

部」 に 区分 して 表示す る 。

　行政 コ ス ト計算書は，会計期間中の 地方公共団

体の 業績，す なわ ち費用 ・ 収益の 取引高を明 らか

に す る こ と を 目的 と して 作成す る。 行政 コ ス ト計

算書は ， 「経常費用」及び 「経常収益 （自己収 入

及 びそ の 他の 業務収益）」 に区分 して 表示す る。

こ の うち ， 経常費用合計は総行政 コ ス トを意味 し

て い る 。 ま た，経常費用合計か ら経常収益合計を

控除 して計算 され る純経常費用は純行政 コ ス トを

意味して い る 。 行政 コ ス ト計算書の 収支尻と して

計算される純経常費用 （純行政 コ ス ト） は ， 純資

産変動計算書 （財源変動 の 部）に 振替え られ る こ

と に よ り，純経常費用へ の 財源措置と連動す る 。

　純資産変動計算書は，会計期間中の地方公共団

体 の 純資産 の 変動 ， す なわ ち政策形成上 の 意思決

定 ま た は そ の 他 の 事象に よ る純資産及 び そ の 内部

構成 の 変動 （損益外純資産減少原因 ・損益外純資

産増加原因の 取引高）を明 らか にす る こ とを 目的

と して 作成する 。 な お， 各地方公共団体 に 固有の

損益外純資産減少原因 ・損益外純資産増加原因に

つ い て は，適宜，表示科 目を追加す る。 純資産変

動計算書 は，「財源変動 の 部」， 「資産形成充当財

源変動の 部」及び 「そ の 他 の 純資産変動の部」 に

区分 して 表示す る 。

　資金収支計算書は ， 地方公共団体の 資金収支の

状態 ， すなわ ち地方公共団体の 内部者 （首長 ， 議

会，補助機関等）の 活動 に伴 う資金利用状況及び

資金獲得能力を 明ら か に す る こ とを 目的 と して 作

成す る。資金収支計算書は ，「経常的収支区分」，

「資本的収支区分」及び 「財務的収支区分」 の 三

区分に よ り表示する 。

  　総務省方式改訂 モ デル （9）

　総務省方式改訂 モ デ ル に お い て ， 財務書類 の 体

系 は，貸借対照表，行政 コ ス ト計算書，純資産変

動計算書及び資金収支計 算書 の 4 表 と し，採用 さ

れた主な会計方針や各科 目に関連す る注記 ， 主 要

項 目の 内訳や増減 を示す 附属明細書を添付す る こ

と とする 。

　貸借対照 表は ， 年度末時点に お ける資産 。財産

と そ の 調 達財源の状況 を示 し た もの とす る 。 従来

の 総務省方式で は有形固定資産 の 表示科 目が 「民

生費」「土 木費」な ど決算統計で 使用 され て い る

行政目的別 の 区分 とな っ て い るが，改訂 モ デ ル 表

示 区分で は 「総務」「福祉」 「環境衛生」「産業振

興」「生活 イ ン フ ラ ・国土保全」 と して い る 。

　従来の 総務省方式で 行政 コ ス ト計算書 に表示 し

て い た純行政 コ ス トの 一般財源 増減要素 （税収等

及び補助金相当額の 減価償却）に つ い て は ， 純資

産 の 変動項 目を一括表示する こ とが 明瞭で あ るた
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め，純資産変動計算書で 表示す る こ ととす る 。 す

なわ ち，例え ば補助金相当額 の 減価償却は，
一

般

財源を増加 させ る一方で そ の他の 純資産構成要素

を減少 させ るもの で あ り， 純資産 内部で の 振替と

い え るもの で ある こ とか ら，行政 コ ス ト計算書で

表示す るよ り， 振替状況を純資産変動計算書で
一

括表示 し利用者に明瞭 とな る 。

　従来の 総務省方式で は純資産の 構成要素の うち

「一般財源」 の み の 増減 を 「行政 コ ス ト計算書」

に お い て 示 して い た 。 「一般財源」 に 加え て ，純

資産を構成す る そ の 他の 項 目に つ い て も，そ の 変

動 （増減）を主 な要因別 に示す た め
， 独立 さ せ た

純資産変動計算書とす る。 純資産の部を構成す る

「公共資産等整備国県補助金等」， 「公共資産等整

備
一

般財源等」， 「そ の 他
一
般財源等」及 び 「資産

評価差額」 に つ い て，そ の増減の 要因 とな っ た項

目を表示す る とと もに ， 作成に あた っ て は決算統

計額 を基礎 とした数値を計上す る 。

　資金収支計算書は ，公共資産形成に か か る資金

収支に つ い て の 重要性が高い 地方公共団体の 歳入

歳 出構造 の 特徴 を踏まえ ， 地方公共団体の 歳出を

そ の 性質 に応 じて 大き く経常的支 出， 公共資産形

成支出及 び投 資 ・財務的支出の 3 つ に区分 し，そ

れ に対応 す る財源を収入 と して対応表示す る様式

とす る 。

（3） 東京都会計基準
〔1D〕

　貸借対照表は ， 基準日時点に お ける東京都 の 資

産，負債及び正味財産の 状況を明 らか に す る こ と

を 目的と して 作成す る 。 す な わ ち ， 年度末時点に

お い て ， 資金の 調達形態 と して の 資産 の 状態 と，

資産形成 の ため の 資金調達で ある負債 の状態，そ

して そ の 結果と して の 正 味財産 を金額に よ り表現

す るもの で ある 。 貸借対照表を作成開示する こ と

に よ り，現行官庁会計で は分離 して管理 され て い

る資産 と負債を明確に対比 して 表示する 。 そ の 結

果，有効活用が可能な資産を見出せ る とと もに ，

資産 を有す る こ と に よ り発生す る費用を認識で き

る 。 また，負債を計上 す る こ と に よ り，将来，そ

の 義務を履行す る こ と に よ っ て 流出す る資産 の 金

額を予め 理 解す る こ と が で き る 。

　行政 コ ス ト計算書は ，

一
会計期間に お ける東京

都の 行政活動の 実施に伴い 発生 した 「費用」を発

生主 義に よ り認識 し， そ の 「費用」と財源 と して

の 「収入 」 との 対応関係，及 びそ の 両者 の 差額

（収支差額）を 明 らか に す る こ とを 目的と して 作

成する。行政 コ ス ト計算書を作成開示する こ と に

よ り， 行政サ
ー

ビス の 効率性や経済性が検証で き

る と と も に ，事業を評価す る うえ で 有用 な情報 を

提供す るこ とが で きる 。 ま た，収入に 関する情報

は ， 翌年度以降の 租税収入や そ の 他 の 収益の 見込

み を判断する基礎情報 とな る 。

　キ ャ ッ シ ュ
・フ ロ

ー
計 算書は，資金 の 流 れ を

「行政サ
ービ ス 活動」，「社会資本整備等投資活動」

及 び 「財務活動」に 区分 し，各作成単位にお け る

区分別の 収支状況を報告す る こ とを 目的 と して 作

成す る。キ ャ ッ シ ュ
・フ ロ

ー計算書を作成開示す

る こ と に よ り，当該支出に よ り都民サ ービス や ，

そ の 支出の た め の 財源調達 に よ り生 じ る都民の 負

担に つ い て ， 当該年度 に終了す る もの か ， あ るい

は複数年度 にわた る もの か，を明 らか に で きる 。

　正 味財産変動計算書 は ，

一
会計期間に お け る貸

借対照表の 正味財産の部 の項 目の変動状況を明ら

か に す る こ とを 目的と して作成す る。
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お わ り に

　　　実務的見地か らみ た地方公 会計 と

　　 今後の 財務管理 の あ り方
一

1．　公 会計 の 役割及 び 目的と して，「会計責任

　の遂行」， 「世代間負担の 衡平性」， 「各種の 各

　種意思決定」 があ げられ るが ，総務省 モ デ ル

　（基準 モ デル 決算組替法 ， 改訂 モ デル）は ，

　従来の決算制度報告に あわせて作成開示され
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　 る もの で ある 。 現行決算制度を基礎 と し，統

　計的 に 作成開示する総務省両 モ デ ル で は ，直

　面 して い る地域経営の 対応 と活用 は極め て 困

　難で あ る。 地方税法上 の 税実務に お い て は ，

　 自力執行権の行使が認め られて お り，地方税

　の 納期 ご とに 「租税 とそ の 使途」を明 らか に

　す べ き で あ り （所得課税の 納税者の 多数 は複

　式簿記 ・発生主義会計を前提 とす る法人又 は

　個人で あ る），四半期報告 あ る い は半期報告

　が可能な ， 日 々 の 会計処理 に よ る財務諸表作

　成開示の 基盤整備が必 要不可欠で あ る。

2． 総務省両 モ デ ル に おける ， 「純資産 の 部」

　に財源調 達 と して計上 され る租税 の 考え方に

　問題が ある 。 総務省両モ デ ル は ， 地方税原則

　あ る い は 租税原則を基礎 し て 作成 さ れ た もの

　で はな い
。 す な わち，自治省 （現総務省） の

　地方税原則は，  収入の十分性 と普遍性， 

　収入 の 安定性 ，   収入 の 伸張性 ，   収入 の 伸

　縮性，  負担分任性，  地方団体 の 行政又は

　施設 との 関連性 （応益性），   自主性 ， が あ

　 げられて い る 。 基準モ デ ル は，住民か ら の地

　方公共 団体 へ の 拠 出で あ る税収 に つ い て は

　「所有者 か ら の 拠出」 をそ の 論拠と し， 「持分

　説」 と呼称 して い る。 「所有者か らの 拠出」

　 に基 づ く 「持分説」又は 「出資説」 の 論拠 は

　地方税原則に 該当せ ず，納税者や地方税実務

　者か らの 同意 は到底得 られ な い の で あ る 。

3．　 財務諸表 の 活用方法 の 確立 と可視化 の 開発

　が不可欠で あ る 。 財務諸表か らみ る ， 従来の

　財政学的見地 か ら会計学的見地 へ の学際的協

　力 ， す なわ ち受益 と負担を可能な 限 り可視化

　 し作成開示する こ とが求め られるべ きで ある。

　今後の 我が国の課題 と して ， 高度成長期に 整

　備 され た社会資本の 更新や少子高齢化の 到来

　が あげ ら れ て い る
cm

。 まず，行政 コ ス ト計算

　書上 における，収入 と費用 との 「世代間の 負

　担 と受益分析」を 出発点とす る 。 す な わち ，

　収入項 目で あ る地方税の 個人 と法人の 税負担

　割合，個人 の 10 歳代か ら 80 歳代以上 の 各 々

　の世代別税負担割合，法人 の 産業 ・業種別税

　負担割合等を 明らか に し， 費用項 目で ある行

　政サ ービス に対する個人 と法人 との 受益割合，

　個人 の 10歳代か ら 80歳代以 上 の 各 々 の世代

　別受益割合 ， 法人の 産業 ・業種別受益割合等

　を対応 させ る。 さ らに，貸借対照表上 にお け

　る，資産の 減少 （潜在的な更新需要），基金

　積立金 ， 地方債の 償還 （負債の 減少）等を ，

　行政 コ ス ト計算書に連結環 さ せ て ， 現行世代

　 の 財政運営を可視化で きる もの とす る 。 将来

　世代 の 財政運営 と して ，将来 の 財政需要 （社

　会資本等の 更新 ， 社会資本等の 維持管理 ， そ

　 の 他 の 歳出要因 ，

一般行政サ ービ ス 等） と財

　源 （地方税等，地方債，基金積立金）を対応

　させ，国税 ・ 地方税の あり方 と使途 を可視化

　す る こ とで 財政規律が確立 で きる 。 公共 サ
ー

　 ビス の 需要 と供給 は，社会資本整備か ら人 へ

　と，
パ ラ ダイ ム シ フ トが転換 しつ つ ある 。 納

　税者が 行政サ ービ ス を取捨選択 し意思決定す

　る た め の 機能 （意思 決定 支援機能）， 公 的説

　明責任 へ の 貢献 （契約支援機能）， さ ら に 持

　続可能な財政を将来世代に繋 げるため には，

　従来の 財政学的見地か ら会計学的見地 （複式

　簿記 ・発生主義を基礎 とす る，財務会計，管

　理会計 ， 監 査）を基軸 とす る財務管理 の 強化

　充実が不可欠で あ る 。 国 ・地方公共団体の 継

　続を前提 とす る組織体は ， 経営学的見地か ら

　過去 ・ 現在 ・ 将来，現行あ る い は潜在的納税

　者に 対 し， そ の 継続へ の 確実性を明 らか に す

　 べ きで ある 。

4、　 我が 国に は 3 つ の 新地 方公会計が存在 して

　お り，作成者，利用者 ともに混乱 して い る状

　況で あ る。 公会計が地 方財政規律を確立 す る

　 こ と は お ろ か，公的部門の財務管理 の基軸 と

　な る こ とは極めて困難で あ る 。 我が国が直面
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す る諸 問題を学際的に 調和 した組織体，すな

わち 「独立性」，「透明性」を重 視 した 日本公

認会計士協会，学界，外部監査人資格者，監

査委員，地方公会計実務者 （利用者志 向を反

映 させ る立場 の総務省 ・ 都道府県 ・ 市町村 の

作成者） ら に よ る 「独立性」， 「透明性」， 「即

時性」，「理論 と実務 の調和」 の 4 つ の 機能を

備え た 基準設定主 体 として の 新た な機関を設

け るべ きである。 そ の 機関が調製した貸借対

照表 ， 財務業績報告書 ， 行政活動 コ ス ト及び

成果報告書，キ ャ ッ シ ュ
・フ ロ

ー
計算書及び

予算報告書の 作成基準を提示す る とと もに，

「地方公会計財務会計基準」及び 「地方公会

計管理 会計 ・ 行政 （業績）評価基準」， さ ら

に信頼性を付与す るため の 「地方公会計監査i

基準」 を結合させた ， 公的部門に おける財務

管理基 準を設定すべ きで ある
ω

。

　　　　　　　　　　〈注〉

（1）　本稿 は，2009 年 10月 31 日 に 甲南大学 に お い

　　て 開催 さ れ た 日 本財務管理学会第 29 回全国大会

　　の 自由論題報告に 加筆 ・修正 を加 え た もの で あ る。

　　なお，所属す る団体 の 公式見解で は な く，す べ て

　　筆者 の 個人的見解 に基 づ く もの で あ る。

（2）　隅 田
一

豊 「公会計入 門』 ぎ ょ うせ い ［2006］，

　　13頁を参照 。

（3）　田谷聡 「財務管理』［2002］，2 頁 。

（4）　行政教育研究会編 『財務管理』文理書院 ［1965］，

　　27−36頁を参照 。

（5 ） 筆谷 勇 「日本の 公 的部門に お け る 奇妙 な 会計実

　　務」 国際 公会計 学会メール マ ガ ジ ン ［2009］，1

　　頁。

（6 ） 総務省 『新地 方公 会計制度研 究会 報告書 』

　　［2006］， 5頁を参照 。

（7） 東京都 『自治体会計 の新 し い 経営 報告書 』

　　［2006］，33−39頁，東京都 『東京都の 新た な 公会

　　計制度 』 ［2006］，3−6 頁を参照 。

（8 ）　財務諸表の 内容及び作成方法 に つ い て は，総務

　　省，前掲報告書，20−32頁，総務省 『新地方公会

　　計制度実務研究会報告書』 ［20D7］，14−21頁 を参

　　照 さ れ た い 。

（9）　財務諸表の 内容及 び 作成方法 につ い て は ， 総務

　　省，前掲報告書，43−46 頁，総務省，同上報告書，

　　152−157頁を参照 さ れた い 。

（10）　財務諸表の 内容及 び 作成方法 に つ い て は，東京

　　都 「東京都の 新た な 公会計制度解説書』 ［2007］，

　　46−77頁， 東京都新公会計制度研究会編 『新地方

　　公会計の 実務』［2008］，90−142，278−298頁 を参

　　照され た い
。

（11）　財務諸表 に おけ る受益と負担 の 関 係 と活 用 方法

　　に つ い て は ，東京都 『平成 20 年度　東京都 年 次

　　財務報告書』［2009］，24−27頁を参考。

（12）　 日本 公 認 会計 士 協会 「地 方公共団体 の 会計 に 関

　　す る 提言」 ［2008］ に お い て ，統 一
的 な 公 会計基

　　準設定主体の 確立 と設 置が求め られ て い る。
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